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葉
月
に
思
う
夏
の

花
。
冬
の
花
…

▼
毎
年
梅
雨
の
頃
よ
り

無
性
に
疼
く
事
が
あ
る
。

塩
漬
け
→
シ
ソ
漬
け
→

今
は
土
用
干
し
の
最
盛

期
を
迎
え
た
。
梅
干
し

は
、
上
手
く
出
来
れ
ば

半
永
久
的
に
食
せ
る
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド

の
一
つ
だ
。

▼
昨
年
の
1
月
「
姉
」
と
慕
う
同
業

者
の
方
が
、
6
月
に
は
父
が
他
界
し

た
。
忌
事
の
年
は
梅
干
し
が
育
た
ず

カ
ビ
が
生
え
た
り
す
る
と
の
迷
信
を

信
じ
た
わ
け
で
も
、
習
わ
し
を
守
っ

た
で
も
な
く
、
た
だ
や
る
気
が
起

き
ず
サ
ボ
っ
た
事
実
は
否
め
な
い
。

従
っ
て
今
年
の
夏
は
梅
に
緑
の
カ
ー

テ
ン
、
多
種
の
花
々
の
世
話
で
忙
し

く
過
ご
し
て
い
る
。

▼
今
か
ら
6
〜
7
年
前
、
あ
ま
り
に

増
殖
し
過
ぎ
生
育
不
良
に
陥
っ
た
か

す
み
草
を
前
述
の
「
姉
」
の
お
店
の

花
壇
へ
と
株
分
け
し
た
事
を
思
い
出

す
。
翌
年
よ
り
梅
取
り
時
季
に
な
る

と
里
子
？
の
花
の
息
災
を
、
絵
手
紙

に
俳
句
を
添
え
て
お
知
ら
せ
下
さ
っ

た
。
先
ほ
ど
よ
り
植
物
や
花
が
文
章

の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
で
、
余
程

の
花
好
き
な
の
か
？
と
問
わ
れ
る
事

が
多
々
あ
る
が
、
決
ま
っ
て
い
つ
も

こ
う
答
え
る
。「
花
好
き
っ
て
訳
じ
ゃ

無
く
、
単
な
る
人
嫌
い
な
だ
け
で

す
。」
と
…
。（
苦
笑
）

▼
つ
い
先
日
「
姉
」
の
旧
店
舗
辺
り

を
車
で
通
る
機
会
が
あ
っ
た
。
看
板

無
き
店
舗
は
民
家
と
化
し
て
い
た

が
、
花
壇
に
は
野
草
な
が
ら
楚
々
と

し
た
中
に
も
凛
と
し
た
趣
き
で
ポ
ツ

リ
と
咲
く
か
す
み
草
が
帰
ら
ぬ
主
を

待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

突
然
の
雨
に
視
界
を
遮
ら
れ
た
か
の

よ
う
に
感
じ
た
が
、
後
続
車
の
ク
ラ

ク
シ
ョ
ン
で
よ
う
や
く
我
が
眼
の
曇

り
と
気
づ
い
た
。

「
姉
」
他
界
の
前
日
、
小
生
の
誕
生

日
に
一
通
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
こ

れ
は
辞
世
の
句
「
腹
立
て
ず
心
は
丸

く
波
立
て
ず
、
己
小
さ
く
人
は
大
き

く
」「
散
る
桜
残
る
桜
も
散
る
桜
」

▼
今
は
夏
、
季
節
を
二
つ
指
折
れ
ば

街
は
赤
や
金
に
化
粧
し
始
め
る
。
花

屋
に
プ
リ
ン
セ
チ
ア
（
ポ
イ
ン
セ
チ

ア
の
ピ
ン
ク
）
が
並
ん
だ
ら
真
っ
先

に
買
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
ピ
ン
ク

リ
ボ
ン
運
動
（
乳
が
ん
検
診
受
診
に

よ
る
早
期
発
見
を
推
奨
す
る
運
動
）

の
基
金
と
し
て
、
売
り
上
げ
の
一
部

が
充
て
ら
れ
る
と
の
事
。
小
さ
な
社

会
貢
献
と
し
て
、
残
る
桜
と
し
て
の

志
を
成
す
為
に
。

�
理
事
（
新
潟
東
支
部
）

�

佐
藤
敦
哉

◇2015新潟県美容技術選手権大会…… 1〜2

◇理容師法・美容師法に関する規制の見直しについて…… 3

◇トップマスターズモード発表会………… 4

◇指導センターからのご案内……………… 4

◇各種給付状況・生衛資金貸付一覧表…… 4

今月の美容にいがたは…



美　容　に　い　が　た （昭和43年 7 月 2 日第三種郵便物認可）　第723号平成 27 年 8 月 20 日 （2）組
合
本
部
事
務
所
へ
の
各
共
済
に
関
す
る
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
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事
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時
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時
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　戦後70年の今年、弊社は創業70年となります。京都市嵐山出身の野田太三郎
により創業された弊社は「十六屋野田商店」として、髪結い道具の担ぎ屋とし
てスタートいたしました。その後、昭和41年7月1日に「株式会社野田美容商事」
として三条市で法人化し、平成4年に現在地に本社を移し、同時に「株式会社
野田」と社名を変更し現在に至っています。二度に及ぶ三条市の水害の経験を
機に、新潟市での倉庫機能拡充の必要から、新潟店を平成24年に現在の鳥屋野
南に移転しました。髪結い、電髪、カット&ブロー、ヘアカラー、カリスマ美
容師ブームと様々な時代の変化と共に弊社も変わりながら、今期法人化50年目
を迎えます。15年前に『美容室経営の近代化実現』の方針に共鳴し取組んだ
『旬報システム』。人口減少や増税後の消費の落ち込み、厳しい状況が続く今の
美容界においては、さらに推し進めて行かなければいけない重要な施策と認識
させられます。求人難の問題を解決するため、俄かに必要に迫られてきた労働
条件の改善、法人化や社会保険加入も、全ては生産性向上からしか産み出すこ
とはできません。だから、その目標値を共に追い続ける事に励んで参ります。
私たちはパートナーである美容室に対して、見た目の派手さを求めるのではな
く、バランスの取れた経営、永く継続し継承できる、本当にカッコイイ美容師
集団となって頂き、成長して頂くことを目指します。美容師としての素敵な人
生の実現、真の美容室経営の近代化を図る為に、目標達成に拘り続けます。同
時に、私たち自身も魅力的な人、組織と成り、共に夢を実現する、切磋琢磨し
ながら仕事を楽しみ、本気で向き合うカッコイイチームを目指します。改めて、
ここから未来を始め、100年続く企業を目指し精進して参ります。

■ ここから未来を始めます

株式会社  野田
お陰さまで創業70年、法人化50年。ここから未来を始めます。

　理容師法・美容師法に関する規制の見直しについて、規制改革実施計画が 6月30日付けで閣議決定さ
れ、厚生労働省健康局生活衛生課より各都道府県・政令市・特別区生活衛生担当課に通知されました。（下
表のとおり）

理美容サービスの利用者ニーズに応える規制の見直し
事　　項　　名 規　制　改　革　の　内　容 実施時期 所管省庁

出張理美容に係る規制
の見直し①（「疾病その
他の理由により、理容
所・美容所に来ること
ができない者」の明確
化）

現行の「疾病その他の理由により、理容所・美
容所に来ることができない者」の判断基準を明
確化し、該当事例も含めて地方公共団体に周知
徹底する。

平成27年度
措置 厚生労働省

出張理美容に係る規制
の見直し②（「疾病その
他の理由により、理容
所・美容所に来ること
ができない者」の拡大）

「疾病その他の理由により、理容所・美容所に
来ることができない者」の対象範囲の拡大につ
いて、利用者ニーズ等を踏まえ検討を行い、結
論を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度
検討・結論
・措置

厚生労働省

出張理美容に係る規制
の見直し③（実施主体
の拡大）

出張理容・出張美容に関して、誤解が生じない
よう実施主体や衛生管理に関する過去の通知に
ついて、地方公共団体に対し改めて周知徹底す
る。

平成27年度
措置 厚生労働省

理美容業の在り方に係
る規制の見直し①（理
容及び美容の範囲）

利用者が男性か女性の性別に着目してサービス
内容を定めている「理容師法及び美容師法の運
用について」（昭和53年12月 5 日環指第149号）
を改め、性別による職務範囲の規制を撤廃する。

平成27年度
措置 厚生労働省

理美容業の在り方に係
る規制の見直し②（理
容所、美容所の重複開
設の容認）

①理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満た
し、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する
者のみからなる事業所については、理容所・美
容所の重複開設を認める。②制度改正後 5年後
を目途に①の効果を見極めつつ、見直しについ
て検討を行う。

①�平成28年度
措置
②�制度改正後
5年後を目
途に検討開
始

厚生労働省

理美容業の在り方に係
る規制の見直し③（両
資格の取得の容易化）

理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持っ
た者が他方の資格を取得しやすくするため、専
門家による検討の場を設けて検討を行い、結論
を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度検
討開始、平成
28年度結論・
措置

厚生労働省

理美容業の在り方に係
る規制の見直し④（国
家試験及び養成施設の
教育内容）

国家試験及び養成施設の教育内容について、現
場のニーズにより則した理容師・美容師を養成
する観点から、経営者、従事者、専門学校など、
広く関係者の意見を聴取する場を設置して検討
を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度検
討開始、平成
28年度結論・
措置

厚生労働省

※�出張理美容が認められる「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」の中
には、骨折した者や認知症の者が、そのことにより理容所・美容所に来ることができない場合も含ま
れること。

　上記の「理美容業の在り方に係る規制の見直し①（理容及び美容の範囲）に関して、厚生労働省は近
年における利用者の社会風俗の変化等に伴い、 7月17日付で各都道府県等に対し、厚生労働省健康局長
及び同局生活衛生課長より下記のとおり「理容師法及び美容師法の運用について」（抜粋）通知を発出
しました。これに伴い、昭和53年12月 5 日付環指第149号厚生省環境衛生局長通知及び昭和54年 2 月 1
日付け環指第 8号厚生省環境衛生局指導課長通知は廃止されました。

1　�理容又は美容には、それぞれ理容師法第 1条の 2第 1項又は美容師法第 2条第 1項に明示する行為
のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこ
れらの行為を業として行い得るものであること。

2　�1 の趣旨にもとづき、理容師又は美容師が行い得る範囲等については、次により取り扱うこととす
る。

　⑴　理容師がパーマネントウエーヴを行うことは差し支えないこと。
　⑵　美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
　⑶　�染毛は、理容師法第 1条の 2第 1項及び美容師法第 2条第 1項に明示する行為に準ずる行為であ

るので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
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共済・保険の請求先のご案内
①�共済会給付金申請（請求期限は事由
発生から 6ヶ月以内）
　　支部長へご連絡下さい
②�総合福祉共済給付金申請（請求期限
は事由発生から 1年以内）
　　�総合福祉共済ご加入者の方は組合
へご連絡下さい

③�賠償責任保険請求
　　支部長へご連絡下さい

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 火災見舞金 0 0
2. 災害見舞金 0 0
3. 死亡弔慰金 0 0
4. 配偶者死亡弔慰金 1 50,000
5. 傷病見舞金（7日以上入院） 4 80,000
6. 慰労金 1 100,000
7. 退職慰労金 0 0

計 6 230,000

●共済会　給付金
　　（請求期限：事由発生から 6 ヶ月以内）

※総合福祉共済の特別給付金の支払い迄には、
1ヶ月〜1ヶ月半かかります。ご了承ください。

給付項目 対象者
還暦祝金 昭和30年 9 月生まれ
古希祝金 昭和20年 9 月生まれ
銀婚祝金 平成元年10月〜平成 2年 9月結婚
金婚祝金 昭和39年10月〜昭和40年 9 月結婚
※�結婚・出産などの祝金、入院等の見舞金・人間
ドック補助金はその都度ご請求ください。
※�給付金を請求される際は、手続がスムーズに行
えるよう記入漏れ・印鑑の押し忘れ・書類の添
付忘れがないかもう一度ご確認ください。

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 配偶者死亡弔慰金 0 0
2. 子供死亡弔慰金 0 0
3. 入院療養見舞金 2 40,000
4. 長寿祝金 0 0
5. 結婚祝金 4 260,000
6. 第1子誕生祝金 0 0
7. 子供誕生祝金 1 20,000
8. 銀婚祝金（入籍後25年） 0 0
9. 金婚祝金（入籍後50年） 1 50,000
10. 古希祝金（満70歳） 1 10,000
11. 還暦祝金（満60歳） 1 10,000
12. 人間ドック補助金 26 255,400

計 36 645,400

平成27年度　各種給付状況（ 7月）

●全美連総合福祉共済　特別給付金
　　（請求期限：事由発生から 1 年以内）

総合福祉共済 9 月の特別給付金対象者
平成26年 9 月 1 日以前加入の方が該当です。

事由発生日以前の請求は出来ませんのでご注意ください。

総合福祉共済 9 月の振替日
ゆうちょ銀行以外の金融機関………… 9月24日㈭
ゆうちょ銀行…………………………… 9月28日㈪
※口座へのご入金は前営業日までにお願い致します。

償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C 特別利率F 償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C
5年以内

1.30〜1.90 0.90〜1.50 0.40〜1.00

1.25

12年超 13年以内
1.60〜2.20 1.20〜1.80 0.70〜1.30

5年超　6年以内 13年超 14年以内
6年超　7年以内 14年超 15年以内

1.70〜2.30 1.30〜1.90 0.80〜1.40
7年超　8年以内

1.40〜2.00 1.00〜1.60 0.50〜1.10
15年超 16年以内

8年超　9年以内 16年超 17年以内
1.80〜2.40 1.40〜2.00 0.90〜1.50

9年超  10年以内 17年超 18年以内
10年超 11年以内

1.50〜2.10 1.10〜1.70 0.60〜1.20
18年超 19年以内

1.90〜2.50 1.50〜2.10 1.00〜1.60
11年超 12年以内 19年超 20年以内

区 分 適用施設設備等
基 準 利 率 設備資金（非組合員に適用）運転資金（返済期間：7 年以内）
特別利率A 振興事業運転資金（標準営業約款登録営業者） 特別利率C 振興事業設備資金（組合員に適用）

特別利率F
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（無担保・無保証融資）
設備資金（返済期間：10年以内　据置期間：２年以内）
運転資金（返済期間：７年以内　据置期間：１年以内）

生活衛生資金貸付利率一覧表 （適用日：平成 27年 8月 12 日、年利：％）

一定の会計書類を備え、「振興事業に係る事業計画書」を策定し、組合の確認を受けた場合、利率が引下ります。
　ア．設備資金：特別利率Ｃ→特別利率Ｃ− 0.15％　　イ．運転資金：基準利率→基準利率　− 0.15％

「一定の会計書類」とは…（1）原則、税務署の収受印のある「青色申告書」
（2）白色申告者の場合は「白色申告書」　（3）決算実績がない営業者又は開業予定者は「創業計画書」

原則として、保証人は不要です。
上記の金利は、「担保を提供する融資を希望される方」に適用されます。審査によって金利が決定します。

「担保を不要とする融資を希望される方」は上記の金利に 0.3％以上上乗せになります。

地区名 開催日・時間 会　場 講　師

上　越 10月26日㈪
10：00〜13：00

ホテル「ハイマート」
上越市中央1-2-3
TEL 025-543-3151

ヘア：出浦　五月　先生
着付：上越ブロック講師会

中　越 10月26日㈪
13：00〜16：00

ハイブ長岡
長岡市千秋3-315-11
TEL 0258-27-8812

ヘア：鳥海利江子　先生
着付：谷川　征子　先生

下　越 10月　6日㈫
13：00〜16：00

新発田市地域交流センター
新発田市中央町3-13-3
TEL 0254-22-1254

ヘア：渡辺　映里　先生
着付：荒木千代美　先生

新　潟 10月26日㈪
13：00〜16：00

ホテルオークラ新潟
新潟市中央区川端町6-53
TEL 025-224-6111

ヘア：豊島　未来　先生
着付：小林　恵子　先生
　　　川瀬　友子　先生
　　　岩岬　圭子　先生
　　　渡辺　正子　先生

トップマスターズモード発表会　各地区日程

（公財）新潟県生活衛生営業指導センターからの
ご　案　内

中小企業診断士による経営相談会
　�中小企業診断士による経営相談会を開催いたしますので、ご希望の方は予
約をお願いいたします。相談は無料です。

　相　談　日：平成27年 9 月14日㈪
　相 談 時 間：13：30〜15：30
　相 談 会 場：指導センター（理美容会館 3 F）
　相談対象者：生活衛生営業を経営する方（新規に開業する方を含む）
　予　約　先：TEL 025−378−2540（指導センター）

 9月 6日㈰ 第32回国家試験（筆記）� 東京他

　　 7日㈪〜 8日㈫ 理容師美容師指導者研修会� 月岡（泉慶）

　　14日㈪〜15日㈫ 東海北信越美容協議会� 富山県砺波市

第35回美容研修会� （砺波市文化会館）

　　28日㈪ 第 3回常任理事会並びに上半期決算監査会� 組合会議室

社内検定実技事前講習会①� 東区プラザ（新潟市）

管理美容師資格認定講習会①� 興和ビル（新潟市）

　　30日㈬ 第32回国家試験合格発表


